
資料 3 

「最終報告に 向けた論点整 1 里 ( 案 ) 」 

主要検討項目における 論点 ( 案 ) 関 連 事 項 等   

1. 電子カルテが 備えるべき共通の 機能及 び これらの機能を 満たすためのシステム 要件 

丁 標準的電子カルテが 備えるべき共通の 機 脳 公共的な目的に 資する報告データの 生成等を含む ) を 

整理した上で、 これらの機能を 満たすためのシステム 要件を記述、 列挙して い く。 ] 

0 以下の研究成果等を 踏まえ機能モデル 等について提言することとしたらどうか。 

・電子カルテ 機能全体で」 -MlX( 電子化された 診療録情報の 交換のための 項目セット ) のように機能項 

目セットを構築し 、 個々の機能に 8 分類視点 ( アクタ 二 起動条件、 使用場所、 対象データ、 操 
作 対象、 目的、 方法、 アウション ) の 階層体系の位置を 付与して記述できる。 

  最上位の抽象化した 機能は、 表示する機能、 指定する機能、 収集する機能、 比較する機能、 通知 
する機能、 編集機能 ( 追加、 修正、 破棄 ) 、 出力機能、 保持機能と大きく 8 分類に区分できる。 

  個々の医療機関の 特性ごとに必要な 機能を選択して、 その機能項目記述をこの 冬神 分類コードで 

記述することにより、 機能要件の記述が 明確になる。 

  個々の機能項目と HL7RlM ( 参股 情報モデル ) との関連性にも 言及する必要があ る。 

2. 電子カルテシステムを 普及させていくための 方策 

[ 電子カルテシステムを 普及させていくための 方策について、 開発者、 医療提供者、 医療サービス 

利用者それぞれの 視点を十分にふまえながら 検討を行 う 。 ] 

0 第 7 回委員会における 報告と検討等を 踏まえ、 例えば、 下記のような 事項について 提言してはど 

、 ；     

  これまでの普及第等の 評価と今後の 力同生 

  電子か しテ の標準 ィヒと 今後の適切な 普及第との関係の 明確化。 

く 中間論点整理メモノ 

0 「標準的な電子カルテシステムの 目的や目標を 明 

確化し、 これに基づいて 電子か しテ が提供すべき 

機能やその構成を 検討していく。 」 

くその他 ノ 

0 日本医療情報学会の 取り組み。 

0 米国 loM ( 医学アカデミ 一 ) の電子カルテの 機 

能 モデル等。 

く 電子カルテの 普及を明記した 計画等 ノ 

0 「保健医療分野の ，清朝化にむげてのグランドデザ 

イン ( 平成 13 年 12 月 ) 」 

O  「 e Ⅲ apan 重点計画 2004 ( 平成 16 年 6 月 ) 」 

0  「規制改革・ 民間開放推進 3 ヵ年計画 ( 平成 16 
年 3 月 ) 」 

 
 



主要検討項目における 論点 ( 菜 ) 関 連 事 項 等 
3. 電子カルテの 導入効果を評価する 方法の明確化 

『標準的電子カルテシステムが 導入された場合の 医療に対する 効果や経済的な 効果を明らかにするく 委員からの主要な 意見 ノ 

ため、 その効果の評価方法や 指標を検討する。 』 ・「医療の品質管理』に 寄与するという 視点が必要。 
0 第 7 回委員会における 報告と検討等を 踏まえ、 重要事項について 提言してはどうか。 

く 次年度の研究事業 ノ 

0 平成 17 年度厚生労働科学研究公募課題 

「電子カルテシステム 等の導入による 医療の安全 

l 性 と質の改善の 言 叫面 に関する研究」 ( 小項目 ) 

4. 様々なモデルの 開発における 優れたマン・マシンインターフェイ ス の実現 

[ 現実に運用しやすいシステムとするためには、 様々なモデルの 開発において、 優れたマン・マシ l く 委員からの主要な 意見 ノ 

ンインターフェイ ス の実現を目指す 必要があ る 口 

0 第 7 回委員会における 報告と検討等を 踏まえ、 重要事項について 提言してほどうか。 
  標準的電子カルテに 必要な機能の 達成とシステ 

ムのレスポンスへの 影響等との関係も 考慮 

5. 共通の機能に 対応するソフトウェア 部品の標準 ィヒ 

丁 医療現場における 業務のワーウ プ ロ一に沿って、 システム上の 共通の機能に 対応するソフトウエ く 委員からの主要な 意見 ノ 

7 部品の標準化を 検討していく。 検討に当たっては、 @HEOlntegra 目 lng  Healthcare  Enterp Ⅱ iSe) で採用さ ・ソフトウェア 部品のビジョン 作りについては、 必 

れている手法も 参考にできる。 コ 要な コスト等を含め 検討。 

0 以下の提案等を 踏まえ、 重要事項について 提言してはどうか。 
  中長期的な視点に 立った施策が 必要でほないか ( 例えば、 Enter[priseAr(Chitecture 的なアプローチ ) 。 

  諸外国の巨 HR の進展状況を 参考としつつ、 医療情報ネットワーウ 整備と公共的機能の 標準化検討。 

  医療安全等の 利用者視点の 優先度に基づく 基盤の整備が 必要。 

  ソフトウェア 部品を安心して 使える制度 ( 適合性認定 ) の整備について 検討。 

  既存の病院 清報 システムとのコネクティビティとラッピンバを 考慮する必要があ る。 

2
 



主要検討項目における 論点 ( 案 ) 関 連 事 項 等 
6. 電子カルテのセキュリティ 基準の明確化等 

丁 電子カルテシステムのセキュリティ 基準を明確にし、 特に医療の継続のための 可用性の確保に 関 l く 中間論点整理メモノ 

して具体的手法を 含めた指針を 示すとともに、 前二項の対策と 一体化した安全対策をとれるよう 

にすることが 求められている。 山 

0 以下の他の委員会での 検討を踏まえた 報告から、 重要事項について 提言することとしたらどうか。 

  現行の電子保存のガイドラインが 技術的中立を 徹底したために、 抽象的でわかりにくいという 指 

摘を踏まえ、 トレンド技術にも 言及し、 運用管理及 び 技術的対策を 適切に組み合わせた 具体的な 

対策等の提示を 行 う べき。 

・診療自体に 影響を与えない 可用性の維持と 守秘義務の達成等に 軸足を置いた 安全対策から、 個人 

情報保護の視点からの 医療情報システムの 一般的なセキュリティ 対策にも対応。 
  技術的なブレークスル 一等に対応した 継続的な改訂等の 体制を確保することが 必要。 

  常に自己の安全対策を 評価し適切に 見直すこと (PDCA サイクル確立 ) が求められる。 

  医療従事者の 公的資格の確認を 含む電子署名を 実現する公開鍵基盤の 整備が必要であ る。 

0 「標準的電子カルテの 備えるべき共通の 機能の実 

装に当たっては、 既存の診療録等の 電子媒体保 

存に係るシステム 運用のガイドライン 等を分か 

り易いものに 改訂し定期的に 更新していく 必要 

があ る。 」 

0 「個人情報保護の 観点からのシステムの 運用のあ 
り方について、 何らかの標準的な 指針等を作成 
することが求められている。 」 
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7, 医療安全の確保に 電子カルテが 寄与できる領域等の 検証及 び 安全性の確保の 視点からのシステムのあ り方等 

丁 医療安全の確保に 標準的電子カルテシステムが 寄与できる領域等を 検証しつっ、 安全性の確保のく 検討要点メモノ 保健医療福祉青 軸 システム工業会 

視点からのシステムのあ り方等について 検討を行 う 。 ] ( 資料 3 川添 ) 

0 以下の検討 倖仮 告から、 重要事項について 提言することとしたらどうか。 く 委員からの主要な 意見 ノ 

・医療安全への 関与についてほ 、 ① 、 ンステム導入により 直接事故発生等を 低減可能、 ②システムに ・医療安全に 標準的電子カルテがいかに 貢献でき 

よる操作者に 対する注意喚起または 情報提供により 間接的に事故発生等を 低減可能、 ③事故の低 るか、 または、 そのために持っべき 機能 は 何かと 

減は見込めないもの、 という区分が 想定される。 いう 視点等での検討が 必要。 

  ① ほ ついては、 医薬品等や患者との 識別、 システムのガイダンス 等による指示時の 改善、 重複 受 ・システム と人 ( 利用者 ) の責任分担の 明確化。 

診時の情報共有、 情報システム 経由で作業を 自動化等による 寄与が考えられる。 
  実際の取り組みに 向けては、 方法、 コストや実施者の 負担軽減策等を 検討する必要があ る。 く 次年度の研究事業 ノ 

0 平成 17 年度厚生労働科学研究公募課題 

「医療安全の 確保に資する 電子カルテシステム 等 

@  の開発と評価に 関する研究」 



主要検討項目における 論点、 ( 案 ) 関 連事 項 等 
    新旧システム 間での円滑なデータ 移行、 異なるシステム 間での互換性確保 

[ 基盤整備のあ り方を検討するに 当たり、 システム更新時の 新旧システム 間での円滑なデータ 移行く委員からの 主要な意見 ノ 

や、 異なるシステム 間での互換， 性 確保を常に重視するⅡ 

0 以下の研究報告等を 踏まえ、 提言することとしたらどうか。 

  異 施設間の情報連携の 範囲については、 記述のヒエラルキ 一の明確化が 必要。 「画像、 臨床検査等 

の データ」 l2 各種コードや HL7/DlCoM を採用し、 「定型文書」 G 退院時抄録、 紹介状、 各種レポー 

ト、 処方せん 他 ) は 、 これに加え、 情報の構造、 タグ、 データタイプ ( 文字列、 整数、 十一等 ) 

の検討が必要であ り、 また、 「所見、 経過、 専門性内容、 経営指標」については、 さらに、 内容の 

詳細構造の検討を 行 う ことが必要であ る。 

  構造、 タグ、 データタイプについては、 」 -mlX が基盤として 網羅性があ り、 」 -MlX の HL7RlM 準拠 

が 望ましい。 また、 各種詳細内容は、 データベース 検索を考えるなら、 各専門バループで 検討す 
べきであ り、 標準的形式による 記述の t 旨 針を作る必要があ る。 

  個々の新旧システムデータ 移行については、 標準的形式に 落として 見読 性を確保する 等が必要。 

検査結果や処方は H 」 7 、 画劇 ま DlCoM 準拠で 可 。 所見などは HL7 RlM 準拠のⅡ MlX を規範とすべ 

・ きであ る。 また、 各種マスタ一の 標準化を移行の 機会に推進すべきであ り、 マスタ一間対照表、 

各種マスタ一の 履歴が重要。 

g 関連組織・団体の 有機的な連携体制の 構築 

丁 標準的電子カルテの 推進基盤として、 産・官・学の 枠組みで役割を 明確化した上での 関連組織   

団体の有機的な 連携体制の構築を 図っていく。 ] 
0 以下の提案等を 踏まえ、 重要事項について 提言してはどうか。 

  田 R 対応に向けた 国内標準化体制の 整備が必要 ( 海外標準化団体とのリ エ ゾン推進、 国内の標準ィヒ 

団体の連携 ) 。 

  地域中核病院等を 中心とした医療情報ネットワーウ 運営維持のための 仕組み作り。 

  三円 R 関連情報技術のフィージビリティのための 体制作り ( 「標準」の調査ⅠフィージビリティⅠ評 

価 / 策定、 「標準」適合の 検証 ) 。 

  医療とは直接関係のない 組織等とのコラボレーションも 必要。 
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く 委員からの主要な 意見 ノ 

・日本独自の 情報モデル等を 確立して、 国際標準に 
反映させるという 方向，性が重要ではないか。 

・中核的病院だけでなく、 開業医等の地域医療を 担 
う 関係組織とのコラボレーションが 必要ではな 

いか。 



別法 

標準的電子カルテ 推進委員会 主要検討事項 

「医療安全の 確保に電子カルテが 寄与できる領域等の 検証及び安全性の 確保の視 
点からのシステムのあ り方割に関する 検討要点メモ 

保健医療福祉情報システム 工業会 成松 亮 

保健福祉情報システム 工業会 診療支援システム 委員会では医療安全に 対して情報システムが 

どのように寄与できるかに 関して検討を 行ったので報告する。 

Ⅰ ) 検討方針 
当 検討グループでは、 さまざまな経緯により、 下記を検討の 方針とした。 

①従来から、 経験的に情報システムが 医療の安全に 寄与できる場面としては、 医薬品の投与時 

における、 医薬品ならびに 患者の識別に 関するものが 多くを占めていたが、 当 検討では、 敢え 

てそれ以外の 場面を含めて 検討をおこな う 。 

②当初は医療現場における 課題に直面することの 機会の多い医療スタッフのご 協力を得るつも 

りであ ったが、 ベンダ一によるメンバーが 中心での検討となったため、 医療スタッフからの 課 

題 聴取に替わるものとして、 ヒヤリ・ハットの 事例を調査し、 それに対する 適用可否の検討を 

行うこととした。 
③ヒヤリ・ハツ ド の事例としては、 

「医療安全ハンドブック ヒヤリ・ハット 報告の分析と 活用 ( 監修 : 橋本 廼生 横浜市立大 

学 医学部教授、 厚生労働省ヒヤリ・ハット 事例検討作業部会座長 ) メヂカルフレンド 社 」 

に 掲載されている、 ヒヤリ・ハット 56 事例 ( 重要事例情報 ) を採用させていただいた。 

この情報を採用させていただいた 理由は 、 

・厚生労働省の 医療安全対策ネットワーク 整備用事業で 収集された重要事例情報であ る 

・さらにヒヤリ・ハット 事例検討作業部会委員が 特に事故防止対策として 重要なものを 選別 
・専門家による 改善策の考え 方が付記されている 
など、 安全性に関する 医療の専門家の 評価が加わっているものであ ることが大きな 理由となっ 

ている。 

(2) ヒヤリ・ハット 5 6 事例 ( 重要事例情報 ) 

前述の通り、 本事例は厚生労働省の 医療安全対策 ネ、 ッ トワーク整備事業で 収集された報告の 

うち、 専門家が特に 重要として選別したものが 中心となっている ( 専門家のご判断により、 い 

くつかの事例が 割愛され、 3 事例が追加されている ) 

(3) 安全性に関する 情報システムの 寄与 

本 R 6 事例に対して 情報システムを 導入すること、 あ るいは既に導入されている 事例につい 

てはどのような 改善をすればこの 事例の発生が 防げるかの検討を 行った。 

情報システムの 関与の形態としては、 

・情報システムの 導入により、 直接、 事故発生を低減させることができると 考えられるもの 
，情報システムが 操作者の注意を 喚起するあ るいは情報を 提供することにより、 間接的に事 
故の発生を低減させることができると 考えられるもの。 

・情報システムでは 事故の低減は 見込めないもの 

が考えられる。 
なお、 これ以外に情報システムによる 教育 ( 例えば、 e-Learn № g など ) や情報システムの 導 



入 に際して業務プロセスを 改善することによる 低減など、 情報システムとの 関係が希薄な 間接 

的影響があ るがこれは除外した。 

これらの検討を 56 事例に対して 行った結果が 表 l (EXCEL 表参照 ) であ る。 

(4) 検討結果の分析 
56 例に対して行った 検討を分析した 結果、 下記のような 結果が得られた。 

表 2  情報システムによる 事故発生低減の 可能性とその 内容 

事例数 ( 全 5 6 例 ) 

情報システムの 合計 薬 ・患者 指示 時 その他 

安全に対する 寄与の程度 の言哉別 改善 

直接低減可能な 事例 17 8 4 5 

間接的に低減可能な 事例 15       

低減が見込めない 事例 24       

注 ) 上表で、 「 薬 ・患者の識月山、 「指示時の改善」、 「その他は 、 

「直接低減可能な 事例」の 内 数であ る。 

情報システムにより、 直接事故の低減が 可能と考えられる 事例については 以下のような 内容 

であ る。 

1) 薬 ・患者の識別 (8 例 ) 

情報システムを 導入し、 指示の実施の 段階で医薬品や 材料等および 患者をバーコードや 
IC タグ等の仕組みで 識別することにより、 医薬品や材料等の 間違い、 患者の取り違え、 指 

示 との ズレ を検出することができる 。 これらに関しては 既に試みが始まっており、 効果を 

上げている事例も 見受けられるが、 バーコードや IC タグの管理など、 運用コストの 問題 

も上がつており、 医薬品の製造段階からのコードの 添付、 患者や実施者の 負荷を低減する 

識別手段が待たれている。 

2) 指示時の改善 (4 例 ) 

医師の指示入力時に、 情報システムがガイダンスを 出すことにより、 より精度の高い 指 

示を行えるようにすること、 指示時に医薬品等の 選択を間違えることに 対する防止を 行 う 

こと、 医薬品名などの 表示を標準化あ るいは院内で 十分検討して 規格・単位の 間違いなど 

の 誤りを起こさない 名称を検討することなどがこれに 属する。 

3) その他 (5 例 ) 

情報の共有化や 他 科 との重複投与など、 情報システムにより 情報を提供することにより 
直接改善できるもの、 情報システムで 実施状況を管理することで、 実施の漏れなどをなく 
すことができるもの、 情報システム 経由で作業を 自動化することができるものなどがあ る。 

(5) 課題と方向性 
前にも述べたよさに、 本 検討は収集された 事例集をもとに 机上で検討したものであ り、 実際 

の情報システムに 反映させるためにはその 方法やコスト、 前項にも一部述べたような 患者や看 

護 師 等の実施者の 負荷の低減などを 検討する必要があ る。 

しかし、 適切に使用すれば、 情報システムが 効果を上げることも 事実であ り、 今後、 医療 現 

場の スタッフを含めて、 より詳細な検討を 行 う べきであ る。 

以上 








